
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
内隅部（７３）に沿って接合された、前記内隅部接合部分のところで実質的に直角を形成
する細長い二つの脚部（７２、７４）を持つ、パッケージ内の製品を保護するための細長
いプラスチック製押出し隅部ポスト（７０）において、前記各脚部（７２）は、
　前記内隅部（７３）から延び且つ第１屈折部（７７）のところで終端する、前記製品と
隣接した実質的に平らな内セグメント（７６）と、
　前記第１屈折部（７７）から、前記製品から遠ざかる方向へ、第２屈折部（８２）まで
延びる実質的に平らなリブ（７９）と、
　前記第２屈折部（８２）から、前記パッケージと隣接する平面であって、前記内セグメ
ント（７６）の平面と実質的に平行な前記平面に沿って延び、自由端部で終端する実質的
に平らな外セグメント（７８）とを有し、
　前記内セグメント（７６）、前記リブ（７９）、及び前記外セグメント（７８）が一体
成形されている、押出し隅部ポスト（７０）。
【請求項２】
請求項１に記載の押出し隅部ポストにおいて、前記リブ（７９）は前記内セグメント（７
６）から鈍角をなして延びており、前記外セグメント（８２）は前記リブ（７９）から鈍
角をなして延びている、押出し隅部ポスト。
【請求項３】
請求項１に記載の押出し隅部ポストにおいて、前記リブ（９９）は前記内セグメント（９
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６）から鈍角をなして延びており、前記外セグメント（９８）は前記リブ（９９）から鋭
角をなして延びている、押出し隅部ポスト。
【請求項４】
内隅部（１１３）に沿って接合された、前記内隅部接合部（１１３）のところで実質的に
直角をなす第１及び第２の細長い脚部（１１２、１１４）を持つ、包装した製品を保護す
るための細長いプラスチック製押出し隅部ポスト（１１０）において、前記第１脚部（１
１２）は、
　前記内隅部（１１３）から延び且つ第１屈折部（１１７）のところで終端する実質的に
平らな内セグメント（１１６）と、
　前記第１屈折部（１１７）から遠ざかる方向に第２屈折部（１２１）まで延びる外方に
湾曲したリブ（１１９）と、
　前記第２屈折部（１２１）から前記内セグメント（１１６）の平面と実質的に平行な平
面に沿って延び且つ直角屈折部（１２２）で終端する実質的に平らな第１部分（１２０）
、及び前記直角屈折部（１２２）から延び且つ自由端部（１３２）で終端する実質的に平
らな第２部分（１２４）を持つ外セグメントとを有し、　
　前記内セグメント（１１６）、前記湾曲したリブ（１１９）、及び前記外セグメント（
１２０、１２４）は一体成形されている、押出し隅部ポスト（７０）。
【請求項５】
請求項４に記載の押出し隅部ポスト（１１０）において、前記第２脚部（１１４）は、
　前記内隅部（１１３）から延び且つ第３屈折部のところで終端する実質的に平らな内セ
グメント（１２６）と、
　前記第３屈折部から外方に第４屈折部まで延びる実質的に平らなリブ（１２９）と、　
前記第４屈折部から前記内セグメント（１２６）の平面と実質的に平行な平面に沿って延
びる実質的に平らな外セグメント（１２８）とを有する、押出し隅部ポスト（１１０）。
【請求項６】
請求項５に記載の押出し隅部ポスト（１１０）において、前記平らなリブ（１２９）は前
記第２脚部内セグメント（１２６）から鈍角をなして延びており、前記第２脚部外セグメ
ント（１２８）は前記平らなリブ（１２９）から鈍角をなして延びている、押出し隅部ポ
スト（１１０）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本特許は、洗濯機、乾燥機、及び冷蔵庫等の製品用のパッケージに関する。更に詳細に
は、本特許は、包装した製品を軸線方向力及び横方向力から保護するためのプラスチック
製押出し隅部ポストに関する。
【背景技術】
【０００２】
　倉庫保管時及び配送時に製品を軸線方向（垂直方向）力及び横方向（水平方向）力の両
方から保護する装置が必要とされている。軸線方向力は、主として、包装された製品を倉
庫で積み重ねることによって発生する。横方向力は、積み重ね、クランプ取り扱い及びバ
ジロイド（ｂａｓｉｌｏｉｄ）取り扱い、及び倉庫で及び配送システムに固有の衝突等に
よって発生する。例えば、包装された機器をを、クランプトラックを使用して、高さがブ
ロック３個、幅がブロック３個及び奥行きがブロック２個で運搬することは珍しくない。
このようなクランプ取り扱いにより、包装された製品に最大１７５９２５４Ｋｇ／ｍ 2  （
２５００ｐｓｉ）の横方向力が加わる。
【０００３】
　包装された機器の隅部を貯蔵中及び輸送中に支持し緩衝するための一般的な手段は、本
質的に紙製中空チューブでできた積層隅部ポストである。大きな横方向力が加わる場合、
多くの積層紙製隅部ポストは、それ自体に折りたたまれるように設計されたビード構造を
有する。ひとたび紙製隅部ポストがそれ自体に折りたたまれたとき、折りたたまれた隅部
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ポストを通して、包装された機器に横方向力が差し向けられ、これによって比較的弱い側
壁を保護する。折りたたまれてその元の形状を失う紙製隅部ポストは、機器を損傷から保
護するのに適しているが、大きな横方向力が容器に加わったときに機器の周囲にある容器
が内方に潰れるのを阻止しない。紙製積層支持ポストは、更に、高い湿度又は湿潤条件に
より劣化する場合がある。これは、組み立てラインの製品の検査時に起こる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　かくして、本発明の主な目的は、積層紙ポストで見られる折りたたみ作用なしで垂直方
向力及び横方向力に耐えることができる改良隅部ポストを提供することである。
　本発明の別の目的は、高い湿度や湿潤条件で劣化しない隅部ポストを提供することであ
る。
【０００５】
　本発明の更に別の目的は、容器と製品との間の距離を維持し、これによって容器が内方
に潰れないようにする隅部ポストを提供することである。
　本発明の他の目的は、軸線方向強度を高めた隅部ポストを提供することである。
【０００６】
　この他の目的及び追加の目的は、以下の説明、添付図面、及び特許請求の範囲から明ら
かになるであろう。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、包装された製品を保護するための細長いプラスチック製押出し隅部ポストで
ある。チューブ型隅部ポストと呼ばれる一実施例では、隅部ポストは、端部のところで接
合されて実質的にＬ形状の円筒形空間を間に画成する外壁及び内壁、及び内壁及び外壁の
向き合った面を連結する一つ又はそれ以上の一体成形されたリブを含む。これらのリブは
、平らであってもよいし、鋭角をなして形成されていてもよい。リブは、平らである場合
には、内壁及び外壁に対して垂直であってもよいし、これに対して斜めに設定されていて
もよい。
【０００８】
　チューブ型隅部ポストには、包装された製品の突出した構成要素、例えばハンドル等を
受け入れて保護するため、切り欠き部分が形成されていてもよい。隅部ポストの内壁及び
外壁には、ポストの軸線方向強度を高めるため、ビードが形成されていてもよい。
【０００９】
　チューブ型隅部ポストは、比較的強固な構造骨組に薄い壁が取り付けられた機器及び他
の製品で最も良好に使用される。チューブ型隅部ポストは、包装された製品を、横方向力
を構造骨組に直接差し向けることによって保護する。
【００１０】
　別の実施例では、押出し隅部ポストは、内隅部に沿って接合されており且つばね状輪郭
を形成する二つの細長い脚部を有する。ばね状輪郭隅部ポストの各脚部は、内隅部から延
び且つ第１屈折部で終端する平らな内セグメント、第１屈折部から第２屈折部まで外方に
延びるリブ、及び第２屈折部から内セグメントの平面と実質的に平行な平面に沿って延び
る平らな外セグメントを含む。内セグメント、リブ、及び外セグメントは、プラスチック
押出しプロセスによって一体成形されている。
【００１１】
　ばね状輪郭隅部ポストは、平らになることによって、又は圧縮によって、容器に加わる
横方向衝撃を吸収する。横方向力が静まったとき、隅部ポストはその元の形状に戻る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
【実施例】
【００１３】
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　本発明は、包装された製品の保護に使用される隅部ポストである。この隅部ポストは一
体構造であり、押出しプラスチックで形成されており、折りたたまれることなく、即ちそ
の形状を損なうことなく、横方向及び軸線方向の両方向で圧縮抵抗を提供するように設計
されている。本発明は、チューブ型及びばね状開放輪郭型の二種類の押出し隅部ポストを
含む。
〔チューブ型押出し隅部ポスト〕
　チューブ型押出し隅部ポストは、ポストの壁が実質的に中空の内部を持つ円筒形中空チ
ューブを形成するため、そのように呼ばれる。しかしながら、回旋状に巻いた紙でできた
従来の隅部ポストと異なり、本発明の押出し隅部ポストは、ポストの向き合った壁間を延
びる押出しプラスチックリブが一体成形されている。以下に説明するように、これらのリ
ブは、機器の比較的強固な構造フレームに横方向力を差し向けることによって機器の壁を
保護する。
【００１４】
　次に、添付図面のうち図１及び図２を参照すると、これらの図には、包装された製品、
例えば機器を保護するための細長いプラスチック製押出し隅部ポスト１０が示してある。
この隅部ポスト１０は内壁１２及び外壁１４を有し、これらの壁は隅部ポスト１０の端部
１６、１８のところで連結されて実質的に中空円筒形チューブを形成する。外壁１４は、
実質的に平らな二つの脚部２２、２３を有する。これらの脚部は互いに対して実質的に垂
直であり、外頂部２４に沿って連結されている。隅部ポスト１０を図２に示すように製品
Ｐと容器Ｃとの間に設置したとき、外壁１４が容器Ｃの内側壁と隣接する。
【００１５】
　内壁は、更に、実質的に平らな二つの脚部２６、２７を有する。これらの脚部は、互い
に対して実質的に垂直であり、内隅部２８のところで連結されている。設置したとき、内
脚部２６、２７は、保護されるべき製品Ｐと隣接する。内壁１２は外壁１４と実質的に同
延である。このことは、内壁及び外壁１２、１４が実質的に同じ垂直寸法及び水平方向寸
法を備えているということを意味する。内壁及び外壁１２、１４は、頂部２４及び内隅部
２８から離れた隅部ポスト１０の端部１６、１８のところで接合されている。好ましくは
、端部１６、１８は、図１及び図２に示すように湾曲している。これらの壁１２、１４は
、実質的に平行であり、互いから距離ｄだけ横方向に離間されている。
【００１６】
　長手方向ウェブ即ちリブ２０が内壁及び外壁１２、１４の向き合った面を垂直端部１６
、１８の間の領域に沿って連結する。好ましくは、これらのリブ２０は、図１及び図２に
示すように、内壁及び外壁１２、１４に対して垂直である。垂直リブ２０により、隅部ポ
スト１０は、容器に横方向力が加わった場合に容器と製品との間の距離を維持でき、これ
によって容器が内方に潰れないようにする。
【００１７】
　別の態様では、リブは、内壁及び外壁１２、１４に対して斜めの角度をなしていてもよ
い。このような形体は、隅部ポストの横方向強度を低下するが、非常に大きな横方向力が
加わった場合にリブが破壊される可能性を小さくする。
【００１８】
　リブ２０は隅部ポスト１０の脚部に沿ってどこに配置されていてもよい。例示の実施例
には隅部ポスト１０の各脚部内に一つづつの一対のリブ２０が示してあるけれども、押出
し隅部ポスト１０の設計に任意の数のリブを組み込むことができる。好ましくは、これら
のリブは実質的に平らであり、即ち、図１及び図２に示すような実質的に直線状の水平断
面を有する。これらのリブを下文において「直線状」リブと呼ぶ。別の態様では、リブは
湾曲しており、即ち、図３及び図４に例示する実施例に関して以下に説明するように、円
弧状の水平断面を有する。
【００１９】
　本発明の隅部ポストは、所望の断面形状を持つ隅部ポストを製造する形体を備えたダイ
に溶融ポリマーを通す押出しプロセスよって形成される。内壁及び外壁及び連結リブが単
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一の一体構造を形成する。様々な高さの隅部ポストを製造する上でプラスチックの押出し
が特に適している。様々なダイを使用することにより、様々な断面形状を得ることができ
る。壁及びリブの厚さ、壁間の距離、及び端部の湾曲は、必要に応じて変化させることが
できる。
【００２０】
　チューブ型押出し隅部ポストは、金属製の薄い壁が剛性の構造フレームに取り付けられ
た機器を保護する上で特に適している。機器のフレームは、通常は、所定の構造領域が機
器の垂直方向輪郭の上部及び／又は底部近くに配置されている。この領域は、比較的弱い
側壁とは異なり、大きな横方向力に耐えることができる。
【００２１】
　図２を参照すると、押出し隅部ポスト１０を、機器Ｐと容器Ｃとの間に、各リブ２０の
一部が機器２２の構造領域と隣接するように配置した場合、リブ２０は横方向力を構造領
域に直接伝達し、これによって比較的弱い側壁が損傷しないように保護する。押出し隅部
ポストは、潰れないため、容器Ｃと機器Ｐとの間に距離を維持し、これによって、容器Ｃ
が内方に潰れることを阻止する。
【００２２】
　リブ２０は、隅部ポスト１０の長手方向全高に亘って延びていてもよいし、長手方向全
高より短く延びていてもよい。リブがポストの全高より短く延びている場合、これらのリ
ブは、外側力を機器の構造領域に直接伝達できるように、少なくとも、機器の構造領域と
隣接した隅部ポスト１０の領域に沿って延びている。
【００２３】
　図３及び図４は、図１及び図２に示す実施例には示してない幾つかの追加の随意の特徴
を持つ本発明のプラスチック製押出し隅部ポストの第２実施例を例示する。第１実施例と
同様に、隅部ポスト４０は、実質的にＬ形状の同延の内壁及び外壁４２、４４を有する。
これらの壁は、隅部ポスト４０の両端４６、４８のところで接合され、実質的にＬ形状の
断面を持つ実質的に中空の細長いチューブを形成する。更に、第１実施例と同様に、隅部
ポスト４０は直線状リブ５０を有する。このリブは端部４６と４８との間に配置されてお
り、内壁及び外壁４２、４４の向き合った面を連結する。リブ５０は、内壁及び外壁４２
、４４に対して垂直である。
【００２４】
　図３及び図４に示すように、リブは必ずしも直線状でなくてもよい。隅部ポスト４０は
、隅部ポスト４０の端部４６、４８の間に配置されており且つ内壁及び外壁４２、４４を
ポスト４０の一方の脚部に沿って連結する湾曲したリブ５２を有する。湾曲したリブは、
その形状のため、直線状リブよりも可撓性が大きく、高い可撓性が所望の場合に使用でき
る。
【００２５】
　リブは直線状であろうと湾曲していようと、実質的に平らな向き合った壁面間、平らな
壁面と向き合ったビードとの間、又は二つの向き合ったビード間を延びていてもよい。図
３及び図４に示す実施例では、直線状リブ５０は実質的に平らな二つの向き合った壁面４
２、４４間を延び、湾曲したリブ５２は実質的に平らな壁面４２と向き合ったビード５４
との間を延びる。
【００２６】
　ビード５４は外壁４４に配置されており、隅部ポスト４０の中空内部に向かって内方に
差し向けられている。ビード５４はＶ形状であり、内方に傾斜した向き合った壁５６、５
７を有する。これらの壁は、接続部即ち頂部５８のところで出会う。ビード５４は、隅部
ポスト４０の軸線方向圧縮特性を向上する。所望であれば、外壁４２に一つ以上のビード
を形成してもよい。別の態様では、外壁ビード５４に加えて、一つ又はそれ以上のビード
を内壁４２に配置してもよい。外壁及び内壁のビードは、Ｖ形状、Ｕ形状、又は任意の他
の適当な形状を備えていてもよい。この特定の実施例では、湾曲したリブ５２が内壁４２
の平らな表面と接続部５８との間を延びているが、湾曲したリブは、向き合った平らな表
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面間を延びていてもよい。
【００２７】
　図３及び図４を再度参照すると、隅部ポスト４０は、ビード、又は製品の壁の平面を越
えて突出したハンドル、ノブ、及びヒンジといった製品の構成要素を取り囲んで保護する
ために内壁４２に沿って配置された切り欠き部分６０を備えていてもよい。切り欠き部分
６０は、保護されるべき構成要素の形状に適合する任意の適当な形状で形成されていても
よい。
〔ばね状輪郭押出し隅部ポスト〕
　ばね状輪郭押出し隅部ポストは、チューブ型押出し隅部ポストのように力を特定の領域
に差し向けるのでなく、ポストの壁がばねのように作用して横方向衝撃を吸収するために
そのように呼ばれる。ばね状押出し隅部ポストは開放輪郭を有し、即ち、閉じられた中空
チューブを形成しない。
【００２８】
　ばね状輪郭の一実施例を図５乃至図９に示す。図５及び図６は、二つの脚部７２、７４
を持つばね状隅部ポスト７０の第１実施例を示す。これらの脚部は実質的に直角を形成し
、内隅部７３に沿って接合されている。第１脚部７２は、内隅部７３から遠ざかる方向に
延びる実質的に平らな内セグメント７６を有する。このセグメントは第１屈折部７７のと
ころで終端し、実質的に平らなリブ７９が第１屈折部７７から、第２脚部７４から遠ざか
る方向に、第２屈折部７９まで延び、実質的に平らな外セグメント７８が第２屈折部８２
から、第２脚部７４から遠ざかる方向に、内セグメント７６の平面に対して実質的に平行
な平面に沿って延びる。実質的に平らなリブ７９は、内セグメント及び外セグメント７６
、７８を連結し、これらの内セグメント及び外セグメント７６、７８の両方に関して好ま
しくは約１３５°の鈍角を画成する。
【００２９】
　別の態様では、図９に関して下文で論じるように、リブは、湾曲した水平断面を備えて
いてもよい。このような場合には、リブは、容器隅部ｃから遠ざかる方向で外方に湾曲し
ているか或いは隅部ｃに向かって内方に湾曲しているのがよい。
【００３０】
　第２脚部７４は同様に形成されており、リブ８９によって連結された内セグメント及び
外セグメント８６、８８を有する。使用時には、両内セグメント７６、８６は、保護され
るべき製品Ｐの壁と隣接しており、両外セグメント７８、８８は、容器Ｃの内側壁と隣接
している。
【００３１】
　隅部ポスト７０及び容器Ｃは、緩衝領域即ちクッション領域Ａを画成する。容器Ｃに横
方向力が及ぼされたとき、外セグメント７８、８８が容器Ｃの内側表面に沿って容器隅部
ｃから遠ざかる方向に摺動するため、隅部ポスト７０が幾分平らになる。この平坦化即ち
圧縮により、横方向力が解消されるまでクッション領域Ａの容積が一時的に減少する。
【００３２】
　図７及び図８は、リブ９９、１０９が外セグメント９８、１０８の夫々に関して円弧状
角度を形成することを除くと図５及び図６に示す隅部ポストと同様のばね状押出し隅部ポ
スト１００の別の実施例を示す。図５及び図６に示す実施例と同様に、図７及び図８に示
す隅部ポスト７０は内隅部９３のところで接合された直角を形成する二つの脚部９２、９
４を有する。第１脚部９２は、内隅部９３から遠ざかる平面に沿って延び且つ端部９７で
終端する内セグメント９６と、第１屈折部９７から、第２脚部９４から遠ざかる方向に、
第２屈折部１０２まで延びる実質的に平らなリブ９９と、第２屈折部１０２から、第２脚
部９６に向かう方向に、内セグメント９６の平面と実質的に平行な平面に沿って延びる実
質的に平らな外セグメント９８とを含む。リブ９９は、第１脚部の内セグメント９６に関
して鈍角をなす。第１脚部の外セグメント９８は、リブ９９及び第１脚部の外セグメント
９８が鋭角、好ましくは約４５°をなすように、リブ９９から後方に曲げられている。
【００３３】

10

20

30

40

50

(6) JP 3847714 B2 2006.11.22



　第２脚部９４は同様に形成されており、リブ１０９によって連結された内セグメント及
び外セグメント１０６、１０８を有する。容器Ｃの内側に製品Ｐと容器Ｃの内側平面との
間に配置されたとき、両内セグメント９６、１０６は、保護されるべき製品Ｐの壁と隣接
し、両外セグメント９８、１０８は容器Ｃの内側壁と隣接する。容器Ｃに横方向力が作用
したとき、隅部ポスト７０が圧縮し、容器Ｃの内側の製品Ｐを保護し緩衝する。
【００３４】
　図９は、湾曲したリブを持つばね状輪郭押出し隅部ポストの更に別の実施例を示す。こ
の隅部ポスト１１０は、内隅部１１３のところで接合された二つの脚部１１２、１１４を
有する。第２脚部１１４は、図５及び図６に例示した隅部ポスト７０の第２脚部７４と同
様の形体を有する。即ち、実質的に平らな内セグメント及び外セグメント１２６、１２８
を連結し、これらのセグメントと鈍角を形成する実質的に平らなリブ１２９を有する。
【００３５】
　第１脚部１１２は、内隅部１１３から遠ざかる方向に延び且つ第１屈折部１１７で終端
する実質的に平らな内セグメント１１６、第１屈折部１１７から第２屈折部１２１まで延
びる外方に湾曲したリブ１１９、及び第２屈折部１２１から延びる外セグメント１１８を
有する。外セグメント１１８は、実質的に平らな第１及び第２の部分１２０、１２４を有
する。平らな第１部分は、第１脚部の平らな第１部分１２０と内セグメント１１６とが互
いに実質的に向き合うように、第２屈折部１２１から、第１脚部の内セグメント１１６と
平行に延び、直角屈折部即ち頂部１２２で終端する。平らな第２部分１２４は、頂部１２
２から延び、自由端部１３２で終端する。平らな第２部分１２４は、第２脚部の外セグメ
ント１２８と同延である。
【００３６】
　押出し隅部ポスト１１０を容器Ｃの内側に製品Ｐの周囲に設置したとき、内隅部１１３
が製品Ｐの隅部と隣接し、内セグメント１１６、１２６が製品Ｐの隣接した壁と隣接し、
外セグメント１１８、１２８は容器Ｃの隣接した内側壁と隣接する。
【００３７】
　かくして、配送中に製品を保護するために包装産業で使用される細長い押出し隅部ポス
トを説明した。隅部ポストは、閉じたチューブ形状又は開放したばね状形状を備えていて
もよい。チューブ型押出し隅部ポストに関し、配送中に加わる横方向力を保護される製品
の最も強固な領域に差し向けるため、及びコラム強度（ｃｏｌｕｍｎ　ｓｔｒｅｎｇｔｈ
）を高めるため、リブ形状の位置を変えることができ、これによって製品の損傷を少なく
する。チューブ型押出し隅部ポストのコラム強度を高めることにより、倉庫や輸送用車輛
で積み重ねられたユニットが直立状態を確実に保持し、積み重ねが傾くことによる潜在的
に危険な状態及び製品の損傷をなくす。
【００３８】
　開放輪郭ばね状押出し隅部ポストは、平らになり又は圧縮され、その元の形状に戻り、
容器と製品との間の緩衝領域を一時的に減少することによって横方向衝撃を吸収する。横
方向力が容器に加わるとき、ばね状隅部ポストは、平らになり、一時的に容器と製品との
間の緩衝領域を減少させる。横方向力が散逸するとき、ばね状隅部ポストはその元の非圧
縮状態に戻る。
【００３９】
　以上の教示及び添付の特許請求の範囲によって定義された本発明の趣旨及び範囲に含ま
れる本発明のこの他の変形及び代替例が考えられる。特許請求の範囲は、その範疇の全て
のこのような変更をカバーしようとするものである。
【産業上の利用可能性】
【００４０】
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】本発明による押出し隅部ポストの第１実施例の斜視図である。
【図２】製品と容器との間に設置された状態で示す図１の隅部ポストの平面図である。
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【図３】本発明による押出し隅部ポストの第２実施例の斜視図である。
【図４】図３の隅部ポストの平面図である。
【図５】本発明による押出し隅部ポストの第３実施例の斜視図である。
【図６】製品と容器との間に設置された状態で示す図３の隅部ポストの平面図である。
【図７】本発明による押出し隅部ポストの第４実施例の斜視図である。
【図８】製品と容器との間に設置された状態で示す図７の隅部ポストの平面図である。
【図９】製品と容器との間に設置された状態で示す本発明による隅部ポストの第５実施例
の平面図である。
【符号の説明】
【００４２】
　Ｐ　製品
　Ｃ　容器
　１０　隅部ポスト
　１２　内壁
　１４　外壁
　１６、１８　端部
　２０　垂直リブ
　２２、２３　脚部
　２４　外頂部
　２６、２７　脚部
　２８　内隅部
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【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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